
東京都では、LPガス使用料金上昇の影響を受ける
都民や事業者皆様の負担を軽減するため、
使用料金の値引きを行います。

※消費者の皆様ご自身のお手続き等は不要です。

等は不要

東京都内 で LPガス をお使いの皆様へ

令和８年７月分～令和９年３月分（８月～
４月検針分）のLPガス料金を値引きします

都内のご家庭や飲食店等の業務用として
LPガスをお使いの方

合計で最大４，５００円（税抜）

対象

値引き額

※値引きの時期や金額は、販売店によって異なります。
請求額が値引き額に達しない場合は、値引き額は請求額と同額となります。

販売店記入欄
（会社名・連絡先）

東京都家庭等に対するLPガス価格高騰緊急対策事業東京都家庭等に対するLPガス価格高騰緊急対策事業
（令和８年度）

ご不明な点がございましたら、お取引されているLPガス販売店までお問い合わせください。


